
（２）千葉県市町村振興資金貸付規則 

（昭和５３年３月２８日千葉県規則第１３号） 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、市町村の振興を図り、地域の秩序ある発展と住民福祉の向上に寄与するため、市町

村又は市町村が組織する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条第１項に規定する一部

事務組合（以下「市町村等」という。）が実施する事業について、その資金の一部として千葉県市

町村振興資金（以下「資金」という。）を貸し付ける。 

（資金の種類等） 

第２条 資金の種類、貸付対象市町村等、貸付対象事業及び貸付金額は、別表第１のとおりとする。 

（貸付決定に当たっての配慮） 

第２条の２ 知事は、資金の貸付けの対象とする市町村等の事業の決定に当たっては、事業の緊急性、

市町村の財政事情、県の重要施策との関連等について、特に配慮するものとする。 

（貸付けの条件） 

第３条 資金の貸付けの条件は、別表第２のとおりとする。 

（貸付けの条件の特例） 

第４条 知事は、貸付けを受けようとする市町村等が災害その他特別の理由により、前条に定める貸

付けの条件によることが著しく不適当であると認めるときは、貸付利率を引き下げ、若しくは利息

を付さず、又は貸付期間を別に定めるところによることができる。 

（経営改善計画） 

第５条 別表第１に掲げる水道総合対策事業資金（以下「水道事業資金」という。）の貸付けを受け

ようとする市町村等は、経営改善計画を策定し、別に知事が定めるところにより知事の承認を受け

なければならない。 

（貸付けの申請） 

第６条 資金の貸付けを受けようとする市町村等は、知事が別に指定する期日までに、千葉県市町村

振興資金貸付申請書（別記第１号様式）に事業計画書（別記第２号様式）その他知事が別に定める

書類を添えて知事に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、水道事業資金に係る貸付けの申請については、事業計画書の添付を省

略するものとする。 

（貸付けの決定） 

第７条 知事は、千葉県市町村振興資金貸付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認

めたときは、千葉県市町村振興資金貸付決定書（別記第３号様式）により貸付けの決定の通知をす

るものとする。 

（資金の請求） 

第８条 前条の規定により貸付けの決定の通知を受けた市町村等が、資金の交付を受けようとすると

きは、千葉県市町村振興資金請求書（別記第４号様式）に、次の各号に掲げる書類を添えて知事に

提出しなければならない。 

一 事業費及び財源調書（別記第５号様式） 

二 予算の抜粋 

三 その他知事が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、水道事業資金に係る交付の請求については、同項第１号に掲げる書類

の添付を省略するものとする。 

 



（資金の交付） 

第９条 知事は、前条の規定による資金の交付の請求があつたときは、これを審査し、資金を交付す

るものとする。 

２ 資金の交付を受けた市町村等は、速やかに借用証書（別記第６号様式）を知事に提出しなければ

ならない。 

（事業計画の変更） 

第１０条 第７条の規定により貸付けの決定の通知を受けた市町村等は、貸付けの対象となった事業

の計画を変更しようとするときは、あらかじめ事業計画変更承認申請書（別記第７号様式）を知事

に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 知事は、前項の事業計画変更承認申請書を受理したときは、速やかに承認又は不承認の決定を行

い、その旨を市町村等に通知するものとする。 

（事業完了報告等及び検査） 

第１１条 資金の貸付けを受けた市町村等は、当該貸付けに係る事業が完了したときは、当該事業完

了後２０日以内に、事業完了報告書（別記第８号様式）を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、水道事業資金の貸付けを受けた市町村等は、当該事業年度終了後２月

以内に収支状況報告書（別記第９号様式）を知事に提出しなければならない。 

３ 知事は、前２項に定めるもののほか、必要と認めるときは、貸付けを受けた市町村等から報告を

求め、又は職員をして関係書類その他必要な物件を実地に検査させるものとする。 

（償還の猶予） 

第１２条 知事は、資金の貸付けを受けた市町村等が災害その他特別の理由により資金の償還をする

ことが著しく困難な場合で、特に必要と認めるときは、償還期間の到来していない資金の償還の債

務の履行を猶予することができる。 

２ 前項の規定により資金の償還の債務の履行を猶予した場合にあっては、猶予期間中利息を付さな

いものとする。 

（償還の猶予の申請） 

第１３条 前条の規定により資金の償還の債務の履行の猶予を受けようとする市町村等は、千葉県市

町村振興資金償還猶予申請書（別記第１０号様式）を知事に提出しなければならない。 

（取消し及び繰上償還） 

第１４条 知事は、資金の貸付けの決定を受けた市町村等が、貸付けの条件又はこの規則に違反した

ときは、貸付けの決定を取り消し、又は既に貸し付けた資金の全部若しくは一部を繰り上げて償還

させることができる。 

２ 前項に定めるもののほか、資金の貸付けを受けた市町村等が、資金の全部又は一部を繰り上げて

償還しようとするときは、繰上償還をしようとする日の２０日前までに千葉県市町村振興資金繰上

償還申出書（別記第１１号様式）を知事に提出しなければならない。 

（施設の処分等の禁止） 

第１５条 市町村等は、貸付けを受けた資金の償還が完了するまでの間は、当該貸付けを受けて実施

した事業に係る施設その他の財産を当該貸付けの目的に違反して使用し、貸付けし、処分し又は担

保に供してはならない。ただし、知事の承認を受けた場合は、この限りでない。 

（委任） 

第１６条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

 



 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、空港周辺地域振興資金に係る規定は、昭和５３年４月

１日から施行する。 

（千葉県市町村振興資金貸付規則の廃止） 

２ 千葉県市町村振興資金貸付規則（昭和４４年千葉県規則第１５号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ 別表第１の規定にかかわらず千葉県市町村振興資金貸付規則の一部を改正する規則（昭和５７年千葉

県規則第３６号）の規定による改正前の千葉県市町村振興資金貸付規則の規定による、昭和５２年度分

の予算に係る特別地域施設整備資金に限り、貸付金額の欄中「７割」を「５割」とする。 

４ この規則の施行の際廃止前の千葉県市町村振興資金貸付規則の規定によりなされた決定その他の手続

は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（昭和５３年４月１日千葉県規則第１８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５３年１２月８日千葉県規則第８６号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県市町村振興資金貸付規則は、昭和５３年４月１日

から適用する。 

附 則（昭和５４年３月２３日千葉県規則第１３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５７年５月７日千葉県規則第３６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５９年１０月３０日千葉県規則第６３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和６１年５月３０日千葉県規則第３３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和６３年１１月１８日千葉県規則第８４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成元年５月１６日千葉県規則第６２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３年３月５日千葉県規則第８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成６年３月１８日千葉県規則第１１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成６年８月１９日千葉県規則第４６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年３月８日千葉県規則第８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１０年３月２０日千葉県規則第１１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１２年３月２４日千葉県規則第１９号） 

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

 



附 則（平成１３年３月３０日千葉県規則第７３号） 

この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年４月１日千葉県規則第７６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年４月１日千葉県規則第６９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１８年３月３１日千葉県規則第８６号） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日千葉県規則第５１号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年１１月２８日千葉県規則第８４号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２０年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２２年８月２０日千葉県規則第４４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に改正前の千葉県市町村振興資金貸付規則の規定により貸付けを受けた元気な

市町村づくり総合補助金活用事業資金及び市町村合併推進事業資金については、なお従前の例による。 

附 則（平成２６年３月３１日千葉県規則第２５号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日千葉県規則第２７号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（令和三年三月三十一日規則第十二号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和三年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に改正前の千葉県市町村振興資金貸付規則の規定により貸付けを受けた東京オ

リンピック・パラリンピック関連施設等整備事業資金については、なお従前の例による。 

附 則（令和三年九月三十日規則第八十一号） 

この規則は、令和三年十月一日から施行する。 

 

 


